
西宮市止水板設置助成金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、本市の公共下水道区域内において、住宅、店舗、事務所等における止水（防水）

板（以下、「止水板」という）の設置、及びその設置に伴う関連工事（以下、「止水板設置工事」と

いう）を行おうとする者に対し、その設置にかかる費用の一部を予算の範囲内において助成するこ

とにより、内水による浸水被害の履歴がある地域、または内水による浸水被害のおそれのある地域

において、浸水による被害の軽減を図ることを目的とする。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 止 水 板 建築物の出入口等に設置し、浸水に耐える金属板等の丈夫な材質で一定の止 

水性能を有し、取外し又は移動が可能なものとする。 

(２) 関 連 工 事 止水（防水）効果（以下、「止水効果」という）を補完し、又は高めるため、

止水板設置工事と一体として実施するもので、次のものをいう。 

          ア 外構の防水工事 

          イ その他西宮市上下水道事業管理者（以下、「管理者」という）が必要 

と認めるもの 

 

（助成対象施設） 

第３条 助成交付の対象となる施設は、西宮市下水道事業計画区域内の既存の住宅、店舗、事務所等

とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する施設については、助成対象より除外す

る。 

（１） 止水板を設置しようとする建物等が、建築基準法に定める建物でないとき。 

（２） 建築確認済証の交付日が平成 28 年（2016 年）5 月 1 日以降である建築物（ただし、半地下

構造等への改築を除く建物の増改築、耐震化等に伴う建築確認申請は含まない）。 

（３） 既に市の助成金を受けて止水板施設を設置したことのある土地又は住宅（ただし、設置後

10 年経過した施設については特例を設ける）。 

（４） 住宅リフォーム助成制度を利用し止水板を設置した建物、または設置しようとする建物。 

（５） 前４号に掲げるもののほか、管理者が助成金の交付を不適当と認めた建物。 

 

 （助成対象者） 

第４条 管理者は、西宮市止水板設置助成金交付要綱（以下、「要綱」という）第３条に掲げる建物等

の所有者、又は所有者の同意を得た使用者に対し助成を行う。 

２ 前項の規程に係らず、次の各号に該当する場合は、助成対象より除外する。 

（１） 使用者、又は建物・土地所有者が市へ納めなければならない税金を滞納しているとき。 

 （２） 販売を目的とした建物等に販売者が止水板を設置するとき。 

 （３） 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体。 

 （４） 前３号に掲げる者のほか、管理者が助成対象者として不適当と認めた者。 



 

 （助成金の額等） 

第５条 止水板設置の助成金の額は、止水板の購入費及び工事費等の合計額の２分の１に相当する額

を上限とする。ただし、一つの建物等につき助成限度額は 500,000 円とし、千円未満の端数がある

ときは、その端数は切り捨てることとする。 

 

 （交付申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、毎年 4 月 1 日から翌年 1 月

31 日（土日・祝日・年末年始等の閉庁日を除く）までの間に、かつ、止水板を購入、設置する前に、

西宮市止水板設置助成金交付申請書（様式第１号）に必須事項を記入し、次の各号に掲げる書類を

添えて、管理者に提出しなければならない。 

(１) 対象建物等の位置図（住宅地図コピー等も可） 

（２） 誓約書（様式第２号） 

（３） 止水板を設置する建物・土地の所有者の承諾書（様式第３号）※申請者が所有者の場合は省

略可 

（４） 使用する止水板の記載のある製品パンフレットのコピー等（様式第３号別紙、必須） 

（５） 止水板を設置する建物等の使用者の住民票（申請者が法人の場合は不要） 

（６） 登記簿謄本（建物、土地、会社※）※申請者が個人の場合は建物と土地のみ  

(７) 同意書（様式第４号） 

(８) 止水板設置予定場所の写真 

(９) 工事設計図（平面図、構造図） 

（10） 工事見積書（写し可） 

(11) その他、管理者が必要と認める書類（例；賃貸借契約書、家主の承諾書など） 

 

 （交付承認及び通知） 

第７条 管理者は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査（虚偽の申告でないこ

とを確認するための現地確認を含む）して交付の適否を決定し、適当と認めたときは西宮市止水板

設置助成金交付承認通知書（様式第５号）により、適当でないと認めたときは西宮市止水板設置助

成金不交付通知書（様式第６号）により、申請者に通知するものとする。 

 

 （変更の申出） 

第８条 前条の規定により助成金の交付承認を受けた申請者（以下「交付申請者」という。）が、申請

内容を変更しようとするときは、その旨を管理者に申し出なければならない。ただし、止水板の設

置位置の変更、止水板の構造や仕様の変更など、重大な申請内容の変更を伴う場合は、要綱第９条

に記載する申請の取下げを行い、再度、変更した内容で申請を行うこととする。 

 

 （申請の取下げ） 

第９条 交付申請者は、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、西宮市止水板設置助成金取

下届（様式第７号）を管理者に提出しなければならない。 

 



 （完了報告） 

第１０条 交付申請者は、止水板の設置工事が完了したときは、その工事が完了した日から３０日以

内、又はこの交付承認を受けた日の属する年度の２月末日（２月末日が閉庁日の場合はその前の

開庁日）のいずれか早い日までに、西宮市止水板設置工事完了報告書（様式第８号）に、次の各

号に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。 

(１) 工事完了後の写真（止水板全体が分かるものと建物等を含めた全景が分かるものを提出しな

ければならない） 

(２) 工事中の写真 

(３) 工事出来高書及び領収書等（写し不可） 

(４) その他管理者が必要と認める書類 

 

 （完了検査） 

第１１条 管理者は、前条の規定に基づく報告書を受理したときは、完了検査を実施し、必要な場合

には助言・指導を行い、又は条件を付することができる。 

 

 （確定通知） 

第１２条 管理者は、前条の完了検査において助成金の交付承認の内容及びこれに付した条件に適合

すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、交付申請者に西宮市止水板設置助成金交付

額確定通知書（様式第９号）により通知するものとする。また、適合しないと認めたときは、交付

承認者に西宮市止水板設置助成金不交付通知書（様式第６号）により通知するものとする。 

 

 （助成金の請求及び交付） 

第１２条の２ 交付申請者は交付額確定通知を受領した後、次の各号に掲げる書類を添えて、西宮市

止水板設置助成金交付請求書（様式第 10 号）を、交付額確定日から３０日以内、又はこの交付承認を

受けた日の属する年度の３月末日（３月末日が閉庁日の場合はその前の開庁日）のいずれか早い日ま

でに管理者に提出しなければならない。また、管理者は、請求書を受理した後は、速やかに助成金を

交付することとする。 

(１) 西宮市止水板設置助成金交付額確定通知書の写し 

(２) その他管理者が必要と認める書類 

 

 （交付承認の取消し） 

第１３条 管理者は、交付申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、助成金の交付承

認の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 第１０条の規定に基づく報告書が、工事が完了した日から３０日以内、又はこの交付承認を

受けた日の属する年度の２月末日（２月末日が閉庁日の場合はその前の開庁日）のいずれか早

い日までに提出されないとき。 

(２) 交付額確定日から３０日以内、又は助成金の交付承認を受けた日の属する年度の３月末日（３

月末日が閉庁日の場合はその前の開庁日）のいずれか早い日までに西宮市止水板設置助成金交

付請求書（様式第 10 号）が提出されないとき。 

(３) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。 



(４) 助成金の交付承認の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

(５) この要綱の規定に違反したとき。 

(６) その他、管理者が助成金の交付を不適当と認めたとき。 

 

 （助成金の返還） 

第１４条 管理者は、前条の規定により助成金の交付承認を取り消した場合において、既に助成金が

交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。 

 

 （維持管理等） 

第１５条 助成金の交付を受けて止水板を設置した者は、助成金交付の日から１０年以上当該施設を

存続させなければならない。また、当該施設が廃止されない限りにおいて、その適正な維持管理に

努めなければならない。 

２ 助成金の交付を受けて設置した止水板、または止水板設置に伴う工事により、助成金の交付を受

けた者又は第三者に事故、問題等が生じても、市はいかなる責も負わない。 

３ 助成金の交付を受けて止水板を設置した者が、転居等に伴い当該施設を第三者に譲渡するときは、

その譲渡を受ける者に前２項を承継させなければならない。 

４ 止水板を設置した後に建物等への浸水被害が発生した場合において、市はいかなる責も負わない。 

 

 （立入検査） 

第１６条 管理者は、助成事業の適正な執行を確保するために、助成金の交付後、必要に応じて止水

板の設置状況を現地において確認することができる。 

２ 助成金の交付を受けて止水板を設置した者、又は譲渡を受けた者、及び止水板を設置した建物・

土地の所有者は、前項の規程により民有地内へ立入る場合は、これに応じなければならない。 

 

 （委任） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。 

 

   付 則 

 この要綱は、平成２８年５月１日から施行する。 

 

   付 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

   付 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

   付 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

   付 則 



 この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

 

   付 則 

 この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

 

   付 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 


